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農
業
者
年
金「
現
況
届
」の
提
出

を
お
忘
れ
な
く

　
受
付
期
限
は
６
月
30
日（
火
）ま
で

　
現
況
届
は
、
農
業
者
年
金
を
受
給
す

る
た
め
に
必
要
な
手
続
き
で
す
。
農
業

者
年
金
基
金
か
ら
、
５
月
末
ご
ろ
に
受

給
者
に
送
ら
れ
た
現
況
届
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
年

金
の
支
給
が
一
時
停
止
と
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
現
況
届
を
な
く
し
た
場
合
は
、農
業

委
員
会
事
務
局
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
提
出
先
】

　
農
業
委
員
会
事
務
局（
市
役
所
内
）

　
赤
羽
根
市
民
セ
ン
タ
ー

　
渥
美
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

※
年
金
受
給
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
場
合

は
、お
近
く
の
農
協
で
死
亡
届
の
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。（
戸
籍
謄
本
、請

求
者
の
預
金
通
帳
な
ど
が
必
要
で
す
）

令
和
7
年
度
農
業
委
員
会
審
査
件
数

　
田
原
市
農
業
委
員
会
が
令
和
7
年
度

に
農
地
の
売
買
・
貸
借
・
転
用
な
ど
の

申
請
を
審
査
し
た
件
数
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

●
農
地
の
売
買
、
贈
与
、
賃
借
を
す
る

場
合
の
手
続
き

●
農
地
以
外
に
利
用
す
る
た
め
の
手
続

き（
農
地
転
用
）

※
表
中
の「
許
可
」は
、
市
街
化
調
整
区

　
域
を
対
象
と
し
た
転
用
、「
届
出
」は

　

市
街
化
区
域
を
対
象
と
し
た
転
用
の

　
こ
と
を
言
い
ま
す
。　

　

各
種
申
請
に
は
毎
月
締
め
切
り
日
が

あ
り
ま
す
。
期
日
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

農
地
の
適
正
な
管
理
を
お
願
い

し
ま
す

　

毎
年
４
月
、
７
月
、
10
月
は「
耕
起

月
間
」で
す
。
遊
休
農
地
と
な
って
周
囲

に
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
、
耕
起
し
ま

し
ょ
う
。　

　
こ
れ
か
ら
雨
の
多
い
季
節
に
な
り
ま

す
。
畑
の
表
土
が
流
出
す
る
と
、
雨
水

の
排
水
や
道
路
の
通
行
を
妨
げ
て
し
ま

い
、
重
大
な
事
故
に
つ
な
が
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
畑
の
ふ
ち
の
点
検
や
土
留
め

の
修
繕
な
ど
の
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

【農地法第３条関係】

種別 件数 面積 (a)

売買 11 282

賃借 1,600 39,506

計 1,611 39,788

【農地中間管理事業関係】

※農地の売買・賃借のうち農業者の経営
　規模の拡大、農地の効率的利用など、
　特定の条件に当てはまる場合に利用で
　きる制度

種別 件数 面積 (a)

売買 93 2,138

交換 6 61

贈与 46 925

計 145 3,124

種別 件数 面積 (a)

許可 2 7

届出 2 7

計 4 14

自己所有の農地を転用する場合
【農地法第4条関係】

種別 件数 面積 (a)

許可 34 200

届出 37 206

計 71 406

【農地法第5条関係】
農地を買う、もしくは借りて転用する場合
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